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 (1) 職員の採用状況
平成30年4月1日採用 （単位：人）

職種名 採用数 うち女性数
事務職 22 12
技術職 6 0
保育士 2 2
看護師 0 0
理学療法士 0 0
消防 3 1
医師 0 0
合計 33 15

 (2) 再任用の状況 （単位：人）
平成30年4月1日採用

職種名 人数 男 女
専門員（フルタイム勤務職員 21 21 0
専門員（短時間勤務職員） 13 7 6

 (3) 職位別任用状況 （単位：人）
平成29年4月1日現在

職名 昇任者数 男 女
部長級 4 4 0
参事級 1 1 0
次長級 4 4 0
副参事級 2 2 0
課長級 12 10 2
主幹級 24 19 5
副主幹級 22 16 6
合計 69 56 13

 (4) 職員の退職の状況
平成29年4月１日～平成30年3月31日 （単位：人）

職種名 定年退職 普通退職 その他（死亡）勤務延長期限到来 合計
事務職 8 9 0 0 17
技術職 3 2 0 0 5
保育士 1 0 0 0 1
消防 4 1 0 0 5
医療技術 0 7 0 0 7
その他(調理士、技能員等) 0 1 0 0 1
合計 16 20 0 0 36

内訳

内訳

１　職員の任免及び職員数に関する状況
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 (1) 評価制度の概要

業績評価
能力評価

対象期間
対象職員

部長級 － 副市長 － －
次長級 － 部長職 － －
課長級 － 次長職 部長職 －

主幹級・副主
幹級

－

主査級以下
主幹職・副主
幹職

部長級 － － － 副市長
次長級 － － 部長職 －
課長級 － 次長職 部長職 －

主幹級・副主
幹級

－

 (2) 人事評価結果の活用

 (3) その他

人事評価の結果は、昇給及び勤勉手当、人事異動、人材育成の資料等に活用する。

新任の評価者に対する研修及び新規採用職員等への人事評価研修を実施している。

２次調整者

課長職 次長職 部長職

能力評価

評価補助者 ２次評価者
評価者

部長職

１次調整者

主査級以下
課長職

主幹職・副主
幹職

次長職

１次評価者 ３次評価者

業績評価

評価補助者

２　職員の人事評価の状況

評価の種類
職員が職務の遂行によって達成した業績を評価するもの
職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもの

4月1日～3月31日
一般職の全職員

評価者
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３　職員の給与の状況

Ⅰ　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

計 Ｂ

（注） 1　職員手当には退職手当を含まない。

       2　職員数は、平成29年4月1日現在の人数である。

       3　給与費については任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含ん

　　　　　でいない。

 (3) ラスパイレス指数の状況

（注）1　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

　　　　 （構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額

　　　　 を100として計算した指数。

　　　2　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

区　分

29年度 1,050,754千円 5,301,156千円

人 件 費 率

職 員 手 当

814人(22)

　※　平成29年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べて1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、

（参考）
一人当たり

給与費（B/A）

6,397千円

(参考)
類似団体平均

一人当たり給与費

　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

2,980,587千円

29年度

6,512千円

人　件　費 （参考）

Ｂ／Ａ

13.48%

1,269,815千円

28年度の人件費率

14.04%

Ｂ

実　質　収　支歳　出　額　

Ａ

住民基本台帳人口

　（平成30年1月１日）
区　分

職員数 給 与 費

給　 料Ａ

138,738人 51,588,479千円 　2,989,255千円

期末・勤勉手当

　6,956,496千円

　本市は、若手の積極的な登用を進めていることから、同年代の国家公務員よりも昇任ペースが早い傾向があり、結果的にラス
パイレス指数を押し上げる要因となっている。また、短大卒や高校卒の区分での変動が顕著であり、特に50代の職員において、
その区分の職員の割合が多いことも原因の一つと考えられる。長期的には、ラスパイレス指数は減少していく見込みである。

(H26.4.1)

102.9

(H26.4.1)

99.6 (H26.4.1)

98.6

(H27.4.1)

102.7

(H27.4.1)

99.5
(H27.4.1)

98.7

(H28.4.1)

101.1 (H28.4.1)

99.6

(H28.4.1)

99.1

(H29.4.1)

101.3 (H29.4.1)

99.7
(H29.4.1)

99.1

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

戸田市 類似団体平均 全国市平均

3



 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

　[　　実施　　　未実施　　]

　　実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

　　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準6％に対し、戸田市においては10％を支給。

（実施時期）平成27年4月1日時点は8％だったが、総合的見直しにより、平成28年4月1日より10％へと改定。

（参考）

③その他の見直し内容

 (5) 特記事項

平成２９年度
の支給割合

6% 6%

10% 10%

6% 6% -

戸田市の
支給割合

8%

管理職員特別勤務手当について、国と同様に改正を実施。（平成28年4月1日より実施）

国基準による
支給割合

給料表は国に準拠し、適正に見直す。また、経過措置は行わないこととする。（平成28年4月1日より実施）

平成２６年度
の支給割合

平成２７年度の支給割合

4月1日時点

平成２８年
度

の支給割合遡及改定後

8% -
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Ⅱ　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

戸田市 45.9 歳 20 人 円 円 円 ― ― 歳 ― 円 ―

45.9 歳 20 人 円 円 円 43.0 歳 円

0.0 歳 0 人 円 円 円 ― ― 円 ―

0.0 歳 0 人 円 円 円 ― ― 円 ―

埼玉県 55.3 歳 266 人 円 円 円 ― ― 円 ―

国 50.6 歳 2,722 人 円 円 円 ― ― 円 ―

類似団体 50.3 歳 48 人 円 円 円 ― ― 円 ―

戸田市 5,843,068 円 円

5,843,068 円 円

0 円 円

0 円 円

 (2) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものである。

（注）1　「平均給料月額」とは、平成２９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　　　当等を除いたもの）で算出している。

　　　　　る。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手

　　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものであ

　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

区分

区分 平均給与月額
(B)

0

0

調理士

平均給与
月額(A)

―

290,900円

公務員 民間 参考

 平均年齢

0

356,292

365,060

平均年齢
対応する
民間の

類似職種

類似団体

0

332,052

332,052

42.3

365,060

356,292

職員数

公務員（C） 民間（D） Ｃ/Ｄ

一般行政職

技能労務職

一般行政職

うち学校給食員

Ａ／Ｂ

技能労務職

うち学校給食員

うち用務員

うちその他

うち用務員

うちその他

―

―

397,058

埼玉県

178,200

－

1.41

―

0

328,360

259,400

―

―

国

333,058

3,445,800

―

―372,786

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている
データを活用している。（平成26～28年の3ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内
容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ﾍﾞｰｽの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それ
ぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支
給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞
与の額を加えた試算値である。

戸田市

大　学　卒

150,500

154,000

高　校　卒

185,800

156,800

区　分

高　校　卒

286,833

年収ﾍﾞｰｽ（試算値）の比較

高　校　卒

中　学　卒

153,000

埼玉県 42.9

412,613

-

0

408,493

平均給与月額

国

平均給与月額
（国比較ベース）

330,531

371,942

326,439 421,897

413,412331,876

320,883

平均給料月額

43.6

区分 平 均 年 齢

38.1

410,719

戸田市 363,782

380,087

－

361,700円

184,800

区　分

平均給与
月額（国比較

ﾍﾞｰｽ）

388,944

137,450中　学　卒 144,500

252,900円

350,983

－

364,200円

373,400円

経験年数30年

294,800円

257,100円

340,700円

284,400円

278,200円

経験年数25年経験年数20年

301,800円

―

―

146,100

265,900円

平均給料月額

220,600円

経験年数10年

1.70

333,000円

高　校　卒

参考

大　学　卒

―

―

218,900円

207,400円
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Ⅲ　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３０年４月１日現在）

（注）１　戸田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

      ３　（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

  

※対象者は市長部局の一般行政職給料表適用者とする。

　(2) 昇給への人事評価の活用状況（戸田市）

　

職員数

34人

3　　級

5　　級

次長

4　　級

1　　級

区　　分 標準的な職務内容

主事補・技師補

主任

主事・技師

部長

課長

　上位、標準、下位の区分 ○

　標準、下位の区分

平成29年4月2日から平成30年4月1日
までにおける運用

16人 362,300円3.47%

一般職員

16.27%

(54.54%)　

(5) (45.46%)　
副主幹

１号給の給料月額

247,100円

31.01%

262,000円 399,500円

構成比

23.86% 192,700円

最高号給の給料月額

1.95%

2　　級
110人

(6)

143人

75人

288,000円

318,500円
6　　級

34人

主幹

9人

管理職員

8　　級

昇給実績が
ある区分

303,800円

474,800円

421,500円

359,200円

452,000円

406,400円40人 8.68%

7.38%

7　　級

7.38% 142,600円

　活用している昇給区分

228,900円

407,700円

○

○

○

　上位、標準の区分

　イ．人事評価を活用している ○

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

　活用予定時期

○

　標準の区分のみ（一律）

　ロ．人事評価を活用していない

１級

7.4%
１級

6.6%

１級

10.0%

２級

23.8%

２級

25.6%

２級

29.2%

３級

31.0%

３級

29.2%

３級

19.3%

４級

16.3%
４級

16.2%
４級

18.4%

５級

8.7%
５級

9.4%
５級

10.2%

６級

7.4%
６級

8.0%
６級

5.8%

７級

3.5%
７級

2.7%
７級

4.2%

８級

1.9%

８級

2.3%
８級

3.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成３０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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Ⅳ　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成29年度） １人当たり平均支給額（平成28年度） －
1,619 千円　 千円　

（平成29年度支給割合） （平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（1.45）月分 月分 （1.45）月分 月分 （1.45）月分 （0.85） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

※国、及び県のデータについては、平成28年度のもの。

　○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（戸田市）

　

 (2) 退職手当（平成３０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

※国のデータについては、平成29年４月１日時点のもの。

 (3)地域手当　　（平成３０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

国

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　    　　　  勧奨・定年

月分

月分

20.445 20.445

41.325

29.145

月分

月分

月分

49.59

49.59

34.5825

25.55625

　定年前早期退職特例措置
　割増率（2～45％）

49.59

34.5825

月分

月分

（支給率）　　　　　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年

（0.85)

2.60

支給対象職員数

月分

25.55625

2.601.70 1.70

379

6

49.59

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

49.59

千円

29.145

328,521支給実績（平成29年度決算）

24,318

戸　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　市

1,708

その他の加算措置　

41.325

1.80 2.60

49.59

市内全域

国の制度（支給率）支給対象地域

　　　※（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）/（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出）

866

（ラスパイレス指数）

地域手当補正後ラスパイレス指数

10

　　　するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（0.8）

平成29年度中における運用 管 理 職 員 一 般 職 員

○

　イ．人事評価を活用している ○ ○

　活用している成績率

　上位、標準、下位の成績率 ○ ○

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

　ロ．人事評価を活用していない

　上位、標準の成績率

支給実績が
ある成績率

○

7,812

戸　　　　田　　　　市 国埼　　　　玉　　　　県

　標準の成績率のみ（一律）

　標準、下位の成績率

（注）地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較

105.1

(101.3)

　活用予定時期

　期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 　勤勉手当期末手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％
　・管理職加算　１０～２５ ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％
　・管理職加算　１５～２５ ％
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 (4) 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

0千円 1回600円

消防業務手当 消防職員

（５）潜水器具を装着して水
難救助活動又は捜索活動に従
事したとき

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

都市整備部の職員又は
市長が定める職員

日額200円

臨床検査業務等手当

現場業務手当

0千円

市民医療センターの臨
床検査技師又は衛生検
査技師

市民医療センターの看
護師、准看護師若しく
は介護福祉士又は市長
がこれらに準ずると認
める職員

医師手当
市民医療センター及び
介護老人保健施設の医
師

夜間看護等手当

放射線取扱業務手当
市民医療センターの診
療放射線技師

左記職員に対する支給単価

収納推進課、長寿介護
課の職員

13

26.0

支給実績（平成29年度決算）

118,011

（２）毒物、劇物を使用して
植物の防疫作業又ははちの駆
除に従事したとき

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称

防疫作業手当

主な支給対象職員

税務事務手当

（１）勤務時間外に医師が往
診したとき

※ 救急救命士の資格を有する
職員が救急救命士法の規定に
基づく救急救命処置を実施し
たとき

0千円

0千円

26,553

環境課の職員

支給実績
（29年度決算）

行旅死亡人又は変死人の取扱
業務に従事したとき

（１）感染症疾患者等の救
護、感染症等の病原体の附着
した物件等の処理作業に従事
したとき

（２）機関員として、火災、
救助、その他災害出動に従事
したとき

（３）水死人等の取扱業務に
従事したとき

0千円

0千円

放射線照射装置を使用して行
う撮影又は透視業務に従事し
たとき

生活支援課の職員

（２）医師が、診療、検診等
に従事したとき

（１）交通ひんぱんな道路上
で工事等に伴い、測量、境界
査定、検査、作業又は監督業
務に従事したとき

（１）救急現場に出場したと
き

日額500円

1体1,500円

主な支給対象業務

戸別に訪問して、市税、国民
健康保険税又は介護保険料の
徴収の事務に従事したとき

1回2時間未満　3,700円　

0千円

1回150円

行旅死亡人取扱業務手当

日額200円

4時間以上6時間以下　6,000
円

1回120円　

1当番120円　

1件1,000円　

2時間以上4時間未満　4,700
円

1軒450円　

月額167,000円

1回600円　

日額200円

日額150円

日額200円

専ら検査業務に従事したとき

（２）公共施設又は建設工事
現場における高所(地上10ｍ以
上)での調査、検査又は監督業
務に従事したとき

14,028千円

148千円

55千円

300千円

4千円

17千円

6,648千円

46千円

5千円

26千円

（４）はしご車の操作若しく
は登はん、高所(地上10ｍ以
上)作業又は訓練に出場したと
き

正規の勤務時間による勤務の
一部は又は全部が深夜(午後10
時から翌日の午前5時まで)に
おいて行われる看護等の業務
に従事したとき

35千円

2,854千円
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 (5) 超過勤務手当

（注） 職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数

千円

日額600円

日額500円

40千円

　　　（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

日額700円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算）

（１）災害対策業務に従事す
るため、正規の勤務時間外に
緊急呼び出しにより出勤した
とき

500

千円

千円

千円

支給実績（平成29年度決算）

環境課の職員

下水道課の職員又は市
長が定める職員

地下に敷設された管又はマン
ホールに入り、汚泥及び雑排
水等の流れを調査する業務に
従事したとき

日額1,400円

1回600円

0千円

15千円

1,620千円

（２）道路若しくは周辺又は
河川の堤防等において行う巡
回監視又は応急作業若しくは
応急作業のための災害状況調
査等に従事したとき

下水道業務手当
Ｈ26.4.1より公営企業へ

276,932

435

変則勤務手当

災害対策業務手当

公害業務手当

Ⅶ 公営企業職員
の状況 （2）下水
道事業 ③職員の
手当の状況 「エ
特殊勤務手当」参
照

公害防止のためガス、粉じ
ん、悪臭、排水等で有毒又は
危険を伴う工場等への立入り
又は紛争処理を要する調査、
指導、勧告、若しくは命令の
業務に従事したとき

庁外で、調査、相談、指導等
の社会福祉業務に従事したと
き

 社会福祉法第15条第1
項第1号及び第2号に規
定する所員

午後6時から翌日の午前8時まで
に勤務した職員

242,997

福祉業務手当

１回500円

日額200円

支給実績（平成28年度決算）

（３）災害業務に従事した管
理職員(正規の勤務時間を除
く。）

正規の勤務時間が日曜
日又は土曜日に割り振
られている職員(夜間看
護等手当の支給を受け
る職員及び消防職員を
除く。)のうち、当該勤務
が割り振りされる対象と
なる職員

災害警戒本部又は災害
対策本部が設置され、
解除されるまでの間、
災害対策業務に従事し
た職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

677千円

1,620千円

18千円
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 (6) その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

一般の宿日直　

国0円

千円

83,729

扶養手当

手　当　名

6,500円

千円

千円

千円

宿直手当

通勤手当

住居手当

子

内容及び支給単価

6,500円

管理職員特別勤務手当

課長相当職 4,300円

子以外

管理職手当

副参事、課長

異

距離に応じ
た定額（通
勤距離が片
道2ｋｍ以
上）

同

住居手当

60,000円

運賃等相当
額（通勤距
離が片道2ｋ
ｍ以上、上
限なし）

休日給　 135/100

管理職員が災
害への対処そ
の他の臨時又
は緊急の必要
等により週休
日等以外の日
の深夜に勤務
した場合

主幹相当職

主幹

交通用具使用
者

交通機関等利
用者

医師の日直

9,000円

常直 7,000円

次長相当職

部長相当職

16歳から22歳
までの子への
加算措置

50,000円

参事、参与、
次長

借家(最高限
度額)

自家

80,000円

各5,000円

27,200円
借家(最高限
度額)

70,000円

休日給

部長

夜勤手当

円11,544

管理職員が臨
時又は緊急の
必要等により
週休日又は休
日等に勤務し
た場合

夜勤手当

俸給の特別調
整額適用職員
については、
6,000円～
18,000円

10,000円課長相当職

11,000円

12,000円

異

異

一種～五種適
用職員につい
ては、3,000
円～6,000円

次長相当職 5,000円

393

20,000円

異

25/100 同

6,500円

7,871

38,160 569,551

420

国4,200円

同

国21,000円

84,000

千円

異

円

異

同

国は、俸給の
特別調整額
区分別に定め
られた額を支
給（ 33,200円
～130,300円）

配偶者

同

異

101,290

10,000円

-

-

7,500円

同 -

同

千円

円

694,911

異

千円

-

179,592

85,721

（平成29年度決算）

円

円74,177

円

国（通勤距離
が片道2km以
上、上限
55,000円）

同

国27,000円

225,581

千円48,364

117,440

円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（平成29年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり

0 千円 0

部長相当職 6,000円

主幹相当職 3,500円
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Ⅴ　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

円 / 円

円 / 円

円 / 円

円 / 円

円 / 円

月分

月分

Ⅵ　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

事務の統廃合縮小等に伴う減。

業務増加や欠員補充による増、事務の統廃合
縮小に伴う減等。

＜参考＞人口1万人当たりの職員数64.6人

896

0

＜参考＞人口1万人当たりの職員数43.4人

合　　計
900 -4

  [  1,028  ］   [  1,028  ］   [  0  ］

0

31

その他 61 29 -32

10 0

小　計 238 234

小　計 90 59 -31

交通 0 0 0

下水道 10

公
営
企
会
業
計
等
部
門

病院 0 0 0

事務の統廃合縮小等に伴う減。

水道 19 20 1

-4

特
別
行
政
部
門

教育 99 95 -4

警察 0 0

消防

一般行政計 572 603

139 139

一
般
行
政

福
祉
関
係

衛生 73 83 10

小　計 273 293 20

小　計 299 310 11

民生 200 210 10

商工 11 10 -1

土木 81 85 4

0 0

9 9 0

47 0

農林水産 0 1 1

47

総務 151 158 7

税務

労働 0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成29年 平成30年

福
祉
関
係
を
除
く

議会

一
般
行
政
部
門

議 長

490,000

4.40

副 市 長

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高/最低額

400,000

　　（平成29年度支給割合）

814,000 880,000

377,000620,000

540,000 760,000

481,000

期
末
手
当

　　（算定方式）

4.40

議 員

市 長

議 長

退
職
手
当

　　（平成29年度支給割合）

副 議 長

　　任期毎副 市 長

　970,000円×在職月数×0.35×115/100

副 市 長

450,000

　　任期毎

　814,000円×在職月数×0.21×115/100

市 長

議 員

報
酬

副 議 長

市 長 970,000
給
料

450,000

670,000

　（支給時期）

区 分

1,030,000 432,000
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

　

 (3) 定員管理計画の数値目標及び進捗状況

 ① 定員管理目標（数）

 ② 平成３０年４月１日現在における定員の数値目標

 ③ 定員管理計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）計画期間は、28年～30年の3年間である。

898人

始　期 終　期

平 成 31 年 3 月 31 日 898人平 成 28 年 4 月 1 日

21人 896人0人 39人 94人 112人 114人

計画期間

数値目標

計

137人 110人 129人 61人 28人職員数

20歳 20歳

～

44歳

未満 23歳
～ ～

51人

27歳 31歳 35歳 39歳

～

48歳

59歳 以上43歳 47歳 51歳

～～

55歳

24歳 36歳 60歳

～ ～ ～ ～

52歳 56歳28歳 32歳 40歳

区　分

27年 28年 29年 30年

計画前年 １年目 2年目 3年目

総職員数 893 894 900 896

増減数 1 6 -4

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

構成比

５年前の構成比

%
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Ⅶ　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

 ① 職員給与費の状況

   ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費45,707千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

 ③ 職員の手当の状況

 ア 期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

（1.45） 月分 （0.85）月分 （1.45） 月分 （0.85）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ 退職手当（平成３０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

１人当たり平均支給額　　　 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

※国のデータについては、平成２９年４月１日時点のもの。

純損益又は
実質収支 28年度の総費用に占める

職員給与費比率

19

　　　　人 

71,374

千円 

22,053

千円 

31,181

千円 

124,608

総費用 職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

1,641 1,619

2.60 1.80 2.60 1.80

44.4 343,701 513,093

1人当たり平均支給額（平成29年度） 1人当たり平均支給額（平成29年度）

団 体 平 均

戸　田　市　（　水　道　事　業　） 戸田市（水道・下水道事業以外）

6,166

千円 

平　均　年　齢 基 本 給 平 均 月 収 額

千円 

6,558

千円 

2,231,756 203,157 103,733 4.65

(参考)
類似団体平均

一人当たり給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

職員数 （参考）
一人当たり

給与費（B/A）

戸 田 市
（ 水 道 事 業 ）

42.4

給 与 費

イ　特記事項

29年度

（参考）

5.43

　　　　計　　 Ｂ　

29年度 　　　　千円 千円　

区分

％ 

区分

355,801 546,524

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

％ 

区　　分

千円　

41.325

29.145

49.59

0 23,559 千円

34.5825 月分

49.59 月分

その他の加算措置　

29.145 34.5825

41.325 49.59 月分

戸　田　市　（　水　道　事　業　） 国

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　 自己都合　    　  勧奨・定年

25.55625 月分 20.445

49.59 月分 49.59 49.59 月分

月分

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

25.55625 月分20.445

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％

定年前早期退職特例措置
割増率(2～45％)
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 ウ 地域手当（平成３０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

 エ 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

道路若しくは周辺又は河川の堤防等において行う巡回
監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況
調査等に従事した職員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 302

支給実績（平成28年度決算）

　　　　 勤務職員を含む。

日額600円

日額1,400円

0

0

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）

交通頻繁な道路上での水道施設の工事の監督、維持管
理等の現場業務に従事した職員

1回600円

左記職員に対する
支給単価

日額200円

支給実績
（平成29年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員及び業務

現場業務手当

市内全域 10 19 10

0.0

手当の種類（手当数） 0

支給実績（平成29年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

0

0

0

0

支給実績（平成29年度決算） 7,795

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 410,252

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

交通頻繁な道路上での水道の使用開始、中止、給水停
止等の現場業務に従事した職員

災害対策業務手当

災害対策業務に従事するため、正規の勤務時間外に緊
急呼び出しにより出勤した職員

災害業務に従事した管理職員(正規の勤務時間を除
く。）

6,513

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 434

支給実績（平成29年度決算） 3,629

　　　２ 職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成29年度決算）」を同じ年度の4月1日現在の

　　　　 総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
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カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

支給実績
（平成29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成29年度決算）

3,500円

千円 0

00 千円 円

次長相当職 11,000円

課長相当職 10,000円

部長相当職

管理職員が臨
時又は緊急の
必要等により
週休日又は休
日等に勤務し
た場合

円医師の日直 20,000円

常直 7,000円 異

宿直手当

一般の宿日直　 6,500円

千円 0同

国21,000円

0

4,620 千円 660,000 円

異

異

千円 0

国4,200円

交通用具使用
者

距離に応じ
た定額（通
勤距離片道2
ｋｍ以上）

同 -

1,177

異

千円 73,585 円

25/100

異

俸給の特別調
整額適用職員
については、
6,000円～
18,000円

主幹相当職

自家 7,500円 国0円

179,875 円

異

異 国27,000円

住居手当

借家
(最高限度額)

27,200円

2,878 千円

扶養手当

6,500円 同

同

配偶者　

16歳から22歳
までの子への
加算措置

各5,000円 同 -

1,954 195,400 円

子 10,000円 同 -

子以外 6,500円

-

千円

管理職員特別勤務手当 管理職員が災
害への対処そ
の他の臨時又
は緊急の必要
等により週休
日等以外の日
の深夜に勤務
した場合

0

部長相当職 6,000円

異

一種～五種適
用職員につい
ては、3,000
円～6,000円

9,000円

12,000円

-

内容及び支給単価

円

次長相当職 5,000円

課長相当職 4,300円

主幹相当職

国は、俸給の
特別調整額
区分別に定め
られた額を支
給（ 33,200円
～130,300円）

参事、参与、
次長

70,000円

副参事、課長 60,000円

主幹 50,000円

0

休日勤務手当 135/100 同 - 0

同 -夜間勤務手当 夜勤手当

千円 0

管理職手当

部長 80,000円

通勤手当

交通機関等利
用者

休日給　

国（通勤距離
が片道2km以
上、上限
55,000円）

運賃等相当
額（通勤距
離が片道2ｋ
ｍ以上、上
限なし）

国の制度と
異なる内容

手　当　名
国の制度
との異同
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　(2)　下水道事業

 ① 職員給与費の状況

   ア　決算

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費22,175千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

 ③ 職員の手当の状況

 ア 期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

（1.45） 月分 （0.85）月分 （1.45） 月分 （0.85）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ 退職手当（平成３０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

１人当たり平均支給額　　　 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

※国のデータについては、平成２９年４月１日時点のもの。

純損益又は
実質収支

6,110 6,13011 38,724 12,201 16,288 67,213

千円 千円 千円 千円 千円 千円 

区分
総費用 職員給与費

総費用に占める
職員給与費比率

49.59 月分

29.145

月分

その他の加算措置　
定年前早期退職特例措置
割増率(2～45％)

月分

49.59 月分 41.325

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　 自己都合　    　  勧奨・定年

25.55625 月分 20.445 25.55625 月分20.445

戸　田　市　（　下　水　道　事　業　） 国

（参考）

28年度の総費用に占める
職員給与費比率

％ 

（参考）
一人当たり

給与費（B/A）

給 与 費

2.55

29年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ 

職員数
区分

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

2,469,492 110,363 60,942 2.47

29年度 　　　　人 

(参考)
類似団体平均

一人当たり給与費

　　　２　職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。

イ　特記事項

期末・勤勉手当 　　　　計　　 Ｂ　Ａ 給　 料 職員手当

区　　分 平　均　年　齢 基 本 給 平 均 月 収 額

戸 田 市
（ 下 水 道 事 業 ）

42.5 337,793 509,191

団 体 平 均 43.3 340,980 510,993

戸　田　市　（　下　水　道　事　業　） 戸田市（水道・下水道事業以外）

1人当たり平均支給額（平成29年度） 1人当たり平均支給額（平成29年度）

1,481 1,619

2.60 1.80 2.60 1.80

期末手当 勤勉手当

34.5825 月分 29.145 34.5825

41.325

49.59 49.59 月分 49.59 49.59

0 0 千円

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　５～２０ ％

期末手当 勤勉手当

16



 ウ 地域手当（平成３０年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

 エ 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給実績
（平成29年度決算）

左記職員に対する
支給単価

0

日額200円

0

6,600 1回600円

2,100 日額1,400円

1,800 日額600円

1回500円13,500

支給実績（平成29年度決算） 4,239

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 385,361

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

市内全域 10 11 10

支給実績（平成29年度決算） 24

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 3,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 72.7

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員及び業務

現場業務手当

交通頻繁な道路上での水道の使用開始、中止、給水停
止等の現場業務に従事した職員

交通頻繁な道路上での水道施設の工事の監督、維持管
理等の現場業務に従事した職員

災害対策業務手当

災害対策業務に従事するため、正規の勤務時間外に緊
急呼び出しにより出勤した職員

道路若しくは周辺又は河川の堤防等において行う巡回
監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況
調査等に従事した職員

災害業務に従事した管理職員(正規の勤務時間を除
く。）

下水道業務手当
※H26.4.1改正による

地下に敷設された管、マンホールに入り、汚泥、雑排水等
の流れを調査する業務に従事した職員

支給実績（平成29年度決算） 2,206

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 276

支給実績（平成28年度決算） 2,255

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 322

　　　２ 職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成28年度決算）」を同じ年度の4月1日現在の

　　　　 総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間

　　　　 勤務職員を含む。

17



カ　その他の手当（平成３０年４月１日現在）

円

円

支給実績
（平成29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成29年度決算）

20,000 円

異

一種～五種適
用職員につい
ては、3,000
円～6,000円

次長相当職 5,000円

課長相当職 4,300円

主幹相当職 3,500円

円

管理職員特別勤務手当

0 千円 0 円

異

俸給の特別調
整額適用職員
については、
6,000円～
18,000円

11,000円

千円 0

宿直手当 0 千円 0

異 国4,200円

国21,000円

医師の日直

円

休日勤務手当 同 - 0 千円 0

部長 80,000円

千円 232,286 円

住居手当 956 千円 119,550 円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

子 10,000円 同

手　当　名 内容及び支給単価

6,500円 同 -

-

自家 7,500円 異 国0円

1,626

-

子以外 6,500円 同扶養手当

配偶者　

16歳から22歳
までの子への
加算措置

各5,000円 同 -

借家
(最高限度額)

27,200円 異 国27,000円

通勤手当

交通機関等利
用者

運賃等相当
額（通勤距
離が片道2ｋ
ｍ以上、上
限なし）

異

国（通勤距離
が片道2km以
上、上限
55,000円）

円

交通用具使用
者

距離に応じ
た定額（通
勤距離片道2
ｋｍ以上）

同 -

1,070 千円 106,992

管理職手当 異

国は、俸給の
特別調整額
区分別に定め
られた額を支
給（ 33,200円
～130,300円）

2,040

参事、参与、
次長

70,000円

千円 680,000

副参事、課長 60,000円

夜間勤務手当 同 - 0

主幹 50,000円

休日給　 135/100

夜勤手当 25/100

一般の宿日直　 6,500円

20,000円 同

12,000円

常直 7,000円 異

管理職員が災
害への対処そ
の他の臨時又
は緊急の必要
等により週休
日等以外の日
の深夜に勤務
した場合

6,000円

管理職員が臨
時又は緊急の
必要等により
週休日又は休
日等に勤務し
た場合

部長相当職

部長相当職

次長相当職

40 千円

課長相当職 10,000円

主幹相当職 9,000円
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 (1) 育児休業等の取得状況（平成29年4月１日～平成30年3月31日）

休業の種類

新たに育児休業を
取得した者

前年から引き続い
ている者

 (2) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認期間
　※平成29年度の新規取得

育児休業承認期間

6月以下
6月超え
1年以下

1年超え
1年6月以下

1年6月超え
2年以下

2年超え
2年6月以下

2年6月超え

男性職員 6 0 0 0 0 0
女性職員 0 5 4 3 0 1

部分休業承認期間

1年以下
1年超え
2年以下

2年超え
3年以下

3年超え
4年以下

4年超え
5年以下

5年超え

男性職員 0 0 0 0 0 0
女性職員 3 1 0 0 0 0

１日の部分休業承認期間

30分以下
30分超え
60分以下

60分超え
90分以下

90分超え

男性職員 0 0 0 0
女性職員 1 0 1 2

育児短時間勤務承認期間

3月以下
3月超え
6月以下

6月超え
9月以下

9月超え

男性職員 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0

27 10 0

４　職員の休業に関する状況

育児休業者数 部分休業者数 育児短時間勤務者数

19 4 0
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５　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 H27.8.20作成

 (1) 勤務時間の概要

※一般職員のみ
職員の勤務時間（平成29年度）
１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00

 (2) 休暇取得状況

※一般職員（市長事務部局）のみ
年次有給休暇の取得状況（平成29年4月１日～平成30年3月31日）
総付与日数
（Ａ）

総取得日数
（Ｂ）

対象職員数
（Ｃ）

平均取得日数
（Ｂ／Ｃ）

消化率％
（Ｂ／Ａ）

16,861.6 5,372.1 436 12.3 31.9

 (3) 時間外勤務の状況

時間外勤務時間（平成29年度）
年間時間外勤務
時間数

対象職員数 一人当たりの
時間外勤務時間

102,403.75 736 139.14
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６　職員の分限及び懲戒処分の状況 H27.8.20作成

 (1) 分限処分の状況

分限処分者数（平成29年度） （単位：人）
区　分 分限処分者 処分事由
免　職 0
休　職 15 心身の故障
降　任 0
降　給 0
合　計 15

 (2) 懲戒処分の状況

懲戒処分者数（平成29年度） （単位：人）
区　分 懲戒処分者 処分事由
免　職 0
停　職 0
減　給 0
戒　告 0
合　計 0
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H27.8.20作成

 (1) 営利企業等従事制限に係る許可の状況

営利企業等従事制限許可件数 （平成29年度）　
区分 承認した主な事項

申請

承認
講師

21

21

件数

７　職員の服務の状況
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 (1) 退職管理の概要

平成29年度における退職者の再就職情報は次のとおりである。

離職時の職 再就職日
再就職先におけ

る地位
再就職先の
業務内容

事務長 平成30年4月1日
常務理事兼事務
局長

法人の運営
管理業務

会計管理者 平成30年4月1日
常務理事兼事務
局長

法人の運営
管理業務

次長 平成30年4月1日
常務理事兼事務
局長

法人の運営
管理業務

地方公務員法及び戸田市職員の退職管理に関する条例に基づき、職員の退職管理の適正化を図っている。
＜再就職者による依頼等の規制＞
営利企業等に再就職した元職員のうち、離職前５年間の職務に関して、離職後２年間は現役職員に働きかけをすることを規
制している。
＜任命権者への届出＞
離職後２年間のうちに営利企業等に再就職した元職員のうち、離職前に管理又は監督の地位に就いていた者に対して、再就
職情報の届出を義務付けている。

８　職員の退職管理の状況

社会福祉法人　戸田
市社会福祉協議会

公益財団法人　戸田
市文化スポーツ財団

社会福祉法人　戸田
市社会福祉事業団

再就職先の名称
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 (1) 研修の概要

　幅広い視野と創造性の豊かな人材を育成するために職員研修を実施しています。
なお、平成29年度に実施した職員研修の受講者延べ総数は、670名 です。

【平成29年度研修実施結果一覧】

研修区分 日数 受講者数 備考

６ヶ月 22名
１日間 18名
１日間 10名

50名

８日間 34名 市主催
５日間 25名 市主催
４日間 25名 市主催
４日間 23名 市主催
３日間 32名 広域連合
３日間 33名 市主催
３日間 29名 市主催
２日間 16名 市主催
３日間 15名 広域連合
１日間 15名 市主催　
２日間 15名 広域連合
２日間 9名 市主催
２日間 9名 広域連合

280名
チャレンジ研修 １日間 19名

１日間 23名
２日間 9名

51名
１日間 19名

１０日間 20名
１日間 8名
１日間 19名

66名

397名

6名 6コース
36名 24コース

４日間 1名
７１日間 1名

２週間 2名
18名 NOMA等

64名

89名
44名
15名 4コース
0名
1名
1名
0名
3名
1名
5名 5コース

159名

670名

パワーアップ研修小計…①
　　　〃
新任課長職員研修

平成29年度研修受講者延べ人数　(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ)＋(ｄ)

特別研修

パワーアップ研修

聴講研修（協働）
ｅラーニング

新任主任職員研修（後期）
新任主任職員研修（前期）

９　職員の研修の状況

メンター養成研修
OJTリーダー養成研修
フレッシュトレーニング

研修名（研修機関名）

中級職員研修
３年目職員研修
２年目職員研修
新規採用職員研修（後期）
新規採用職員研修（前期）

エクセル・ワード研修

　　　〃
新任主幹職員研修
　　　〃
新任副主幹職員研修

（彩の国さいたま人づくり広域連合）

チャレンジ研修小計…②
データ分析力向上研修
会計事務の基礎研修

特別研修小計…③
内部環境監査員養成研修
環境管理専門研修
手話研修
人権問題研修

聴講研修（財政（基礎））
聴講研修（法制執務）

聴講研修（クレーム対応能力向上）

一般研修計（①＋②＋③）…(ｂ)

職場研修

職場研修計…（a）

（その他研修機関）
（民間企業派遣）
（自治大学校）
（国土交通大学校）

教養講座（協働講演）
自己啓発

自己啓発小計…(ｄ)

教養講座（障害者差別解消法講座）

（市町村職員中央研修所）派遣研修

派遣研修小計…(ｃ)

通信教育講座
聴講研修（議会運営）
聴講研修（財政（応用））
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１０　職員の福祉及び利益の保護の状況 H27,8,20作成

 (1) 福利厚生制度の概要

１．埼玉県市町村職員共済組合

①事業費 平成29年度
区分 加入者数 市負担状況(円) 加入者数 市負担状況(円) 加入者数 市負担状況(円)

埼玉県市町村職員共済組合 890 1,109,587,088 20 23,906,388 10 12,261,045

②事業内容

２．戸田市職員互助会

①事業費 平成29年度
区分 加入者数 市負担状況(円) 加入者数 市負担状況(円) 加入者数 市負担状況(円)

戸田市職員互助会 850 0 20 0 10 0

②互助会負担率（給料月額に対する割合） 職員会費 市助成金 負担割合（個人：市）
平成28年度 3 / 1000 0 -
平成29年度 3 / 1000 0 -
平成30年度 3 / 1000 0 -

③事業内容

④見直しの状況

 (2) 公務災害等の発生状況

平成29年度
区分 認定件数

公務災害 2
通勤災害 1
合計 3

　地方公務員法第４２条の規定に基づき、職員の相互共済及び福利厚生に資するため、職員互助会（職員の会費により運営）を
組織し、共済給付活動（結婚・出産祝い等）及び福利厚生事業（レクリエーション施設の補助等）を実施しています。
・共済給付活動 … 結婚、出産等の祝い金や災害見舞金の給付
・福利厚生事業 … 宿泊施設や契約施設の利用補助

・平成２２年度に互助会全般の見直しを行い、市助成金の削減（会費と同額から会費の３割へ削減）及び事業の見直し（各種祝
い金の減額、レクリエーション活動助成の廃止）を行いました。
・職員互助会に対する市からの助成金（公費）について、平成２６年４月１日をもって廃止しました。

内訳　水道企業会計分

内訳　水道企業会計分

内訳　下水道企業会計分

内訳　下水道企業会計分

　市職員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として設けられており、運営を行っている「埼玉県市町村職員共済組合」は、
大きく分けて、次の３つの事業を行っています。
・短期給付事業 … 組合員である職員（以下「組合員」という。）とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要な給付を行う。
・長期給付事業 … 組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。
・福祉事業 … 健康診査等の組合員の健康保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付などを行う。
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１１　公平委員会の状況 H27.8.20作成

 (1) 勤務条件に関する措置の要求等の状況

平成29年度
区              分 件  数

勤務条件に関する措置の要求 0
不利益処分に関する不服申立 0
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